
４
月
12
日
、
内
閣
府
は
「
土
地
利
用

規
制
法
」
の
規
定
に
基
づ
き
、
世
田
谷

で
は
池
尻
に
あ
る
衛
生
学
校
と
、
用
賀

支
処
を
注
視
区
域
に
指
定
し
ま
し
た
。

土
地
利
用
規
制
法
は
２
０
２
１
年
６

月
に
成
立
が
強
行
さ
れ
ま
し
た
。
政
府

が
、
米
軍
や
自
衛
隊
の
基
地
、
海
上
保

安
庁
の
施
設
、
原
子
力
関
係
施
設
な
ど

「
重
要
施
設
」
の
周
囲
約
１
キ
ロ
以
内

と
国
境
に
あ
る
離
島
を
「
注
視
区
域
」

に
指
定
し
、
区
域
内
の
土
地
・
建
物
の

所
有
者
や
賃
借
人
な
ど
の
個
人
情
報
や

利
用
実
態
を
調
査
す
る
と
い
う
も
の
で

す
。
調
査
の
結
果
、
「
重
要
施
設
」
や

国
境
離
島
の
「
機
能
を
阻
害
す
る
行
為
」

や
そ
の
「
明
ら
か
な
お
そ
れ
」
が
あ
る

と
判
断
す
れ
ば
、
利
用
中
止
の
勧
告
・

命
令
を
行
い
ま
す
。
従
わ
な
い
場
合
は

刑
事
罰
が
科
さ
れ
ま
す
。

日
本
共
産
党
は
、
「
同
法
に
基
づ
く

土
地
規
制
は
経
済
活
動
や
ま
ち
づ
く
り

に
影
響
を
与
え
、
基
地
の
負
担
に
苦
し

む
住
民
に
さ
ら
な
る
負
担
を
強
い
ま
す
。

基
地
や
原
発
な
ど
の
周
辺
住
民
を
政
府

が
監
視
し
、
憲
法
が
保
障
す
る
プ
ラ
イ

バ
シ
ー
権
や
財
産
権
、
思
想
・
良
心
の

自
由
を
侵
害
し
ま
す
。
指
定
は
白
紙
に

戻
す
べ
き
で
す
。
」
と
主
張
し
て
い
ま

す
。

区
域
が
所
在
す
る
地
域

【
衛
生
学
校
】

野
沢
１
丁
目
、
下
馬
１
・
２
．
３
・
４
・

５
丁
目
、
池
尻
１
・
２
・
３
・
４
丁
目
、

太
子
堂
１
・
２
・
３
丁
目
、
三
軒
茶
屋

１
・
２
丁
目
、
三
宿
１
・
２
丁
目

【
用
賀
支
処
】

桜
丘
１
・
３
丁
目
、
上
用
賀
１
・
２
・

３
・
４
・
５
・
６
丁
目
、
深
沢
８
丁
目
、

新
町
２
・
３
丁
目
、
用
賀
１
・
２
・
３
・

４
丁
目
、
弦
巻
１
・
２
・
３
・
４
・
５

丁
目
、
玉
川
台
１
・
２
丁
目
、
世
田
谷

１
・
２
丁
目
、
桜
新
町
１
・
２
丁
目
、

桜
２
・
３
丁
目

※
丁
目
全
域
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
詳
し

い
地
図
は
内
閣
府
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

確
認
で
き
ま
す
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も
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）

住
民
の
権
利
侵
す
法
律
は
廃
止
を

馬
事
公
苑

用賀駅

桜
新
町
駅

衛
生
学
校

世
田
谷
公
園

三軒茶屋駅

用賀支処 衛生学校上
町
駅

池
尻
大
橋
駅



区
営
・
都
営
住
宅
の
申
し
込
み

あ
き
ら
め
ず
に
申
し
込
も
う

区営住宅は
６月１日から


